
令和５年度誘致対象企業開拓業務委託仕様書 

 

１ 業務の目的 

  民間企業が有する情報、ネットワーク、ノウハウなどを活用した企業情報の収集により、立地可

能性のある企業を掘り起こし、企業訪問（WEB 会議を含む。）を実施するほか、本県への視察を実施

することで、本県への立地に向けたきめ細かな企業誘致活動を展開する。 

 

２ 業務の名称 

  誘致対象企業開拓業務 

 

３ 委託期間 

  契約締結の日から令和６年３月１５日（金）まで 

 

４ 委託料額の上限    

３，９７２，０００円（消費税及び地方消費税額１０％を含む。） 

金額には、委託業務の履行に要する全ての経費を含む。 

なお、委託料は業務完了検査に合格した後、精算払により支払う。 

 

５ 業務の概要 

 (1) 対象とする企業 

   下記①及び②に該当する企業を原則とする。 

① 当該企業又はその企業の親会社の３期分の収支決算書を有するもの 

  ② 日本標準産業分類（平成 25 年総務省告示第 405 号）に掲げる次のア又はイの業務を行うた

めに本県に事業所を設置する可能性があるもの 

ア 「大分類 G－情報通信業」のうち「中分類－39 情報サービス業」及び「中分類 40－インタ

ーネット付随サービス業」に分類される業務 

イ 「大分類 L－学術研究、専門・技術サービス業」のうち「細分類 7261－デザイン業」及び

「細分類 7431－機械設計業」に分類される業務 

 

(2) 内容 

下記の①から④の業務を実施する。なお、事業の実施に当たっては、(1)に掲げる企業において

地方進出に係る権限を持つ者との接触を原則とする。 

① 地方進出企業へのヒアリング 

  企業の地方進出の動きやニーズを的確に捉えるため、既に本県以外に地方拠点を設置し、(1)

②ア又はイの業務を行っている企業 30 社以上にヒアリングを行う。 

 

② 本県への立地可能性がある企業の掘り起こし（通年実施） 

 (1)に掲げる企業等への訪問等により、地方拠点設置等に関する情報収集を行い、本県への

立地可能性がある企業を掘り起こし、企業立地課や宮崎県東京事務所などの関係機関等ととも

に企業訪問（WEB 会議を含む。）を実施する。 

  実施に当たっては、①のヒアリング結果も踏まえて対応すること。 

 

③ 企業による宮崎県視察 

   ・ ②で掘り起こした企業による本県視察を実施する。 

   ・ 実施に当たっては、視察する企業に個別に対応することを原則とし、行程は企業のニーズ



を十分に踏まえて計画すること。 

   ・ 参加企業の移動手段及び宿泊施設の手配を行うこととし、視察当日は同行すること。 

     なお、視察に係る経費は受託事業者が負担すること。 

 ・ 想定視察人数は 12 人（８社程度）以上とする。 

 

④ 提案事業 

その他、企業の本県進出につながる取組を提案すること。なお、提案事業の実施に当たって

は、関係者（企業や市町村等）との連絡調整や会場の手配、当日の運営等、企画・運営に関す

る業務全般を行うこと。提案事業終了後は、関係者（企業や市町村等）の状況の確認など、フ

ォローアップを随時行うこと。 

 

⑤  立地情報等の報告 

・ 当業務において接触した企業に地方進出の計画があり、本県が候補地となる可能性がある

場合は、速やかに県（企業立地課）に電話又はメールにより随時報告する（後日活動報告書

も提出する）。 

・ 当業務全体の実施状況及び今後の実施方針について、月に１回以上の頻度で県に報告・協

議すること（WEB 会議又は対面による。）。 

  

(3) 提供資料の活用 

   県が提供する各種パンフレット等を活用すること。ただし、訪問先企業の役員・社員等へ直接

手渡すことを原則とする。 

 

(4) 実施方法 

事業の実施方法等については、受託業者と県（企業立地課）が協議の上、決定する。 

   

(5) 成果品等の提出   

   次のものを県に提出すること。 

  ① (2)①の活動報告書 

    ヒアリングを行った企業の概要及び聞き取り内容を記載した活動報告書（様式第１号）を作

成し、活動した翌月の 15 日までに電子データを県（企業立地課）に提出すること。 

 

  ② (2)②の活動報告書 

訪問等を行った企業の概要及び訪問結果を記載した活動報告書（様式第２号）を作成し、活

動した翌月 15 日までに電子データを県（企業立地課）に提出すること。 

 

  ③  (2)③の参加企業概要書 

本県視察に参加する企業の概要書（様式第３号）を作成し、事業開始日の２週間前までに電

子データを県（企業立地課）に提出すること。 

 

  ④ 実績報告書 

    全ての業務完了後、実績報告書（様式第４号）を作成し、速やかに県（企業立地課）に提出

すること。 

 

  ⑤ その他県が提出を求めるもの 


